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　下水道は、家庭から出た生活排水をもとにきれいな水にしてくれます。 
 　西原浄化センターの完成に伴い、一部の地域で下水道が使用できるようになっています。今後、年次ごと
に整備を進め、供用開始区域を増やしていきます。お住まいの地域が下水道処理区域になりましたら、きれ
いな川を取り戻すため、早めに下水道への接続を行いましょう。 
 

 【お問合わせ先】　上下水道課　下水道係　　　945-4934（内線606） 

～雨水利用促進助成金交付制度～ 
　西原町では、洪水の防止・防災対策として平成14年度から住宅での雨水タンクの利用
を呼び かけています。雨水タンクを設置して、雨水を利用してみませんか。 
　これは、屋根などから流れる雨水を一度雨水タンクに貯めることによって、一気に大
量の雨水が川へ流れ出ないようにと考えられたものです。 
　貯まった水は、水洗トイレや洗車・家庭菜園での水やりなどに使うことができ、水道
代の節約にもつながります。 
　水事情に厳しい沖縄だからこそ、ぜひこの制度を利用して節水にも努めたいものですね。 

【お問い合わせ】土木課　計画係　　945-4415（内線301） 
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　近年の廃棄物は、その量や質的にも処理・処分の困難なものが急増しています。 
　このような状況を背景として、都市近郊であるわたしたちのまち、西原町ではごみの不法投棄が急激に増え、これら
を防止するため、さまざまな取組みを行っています。 
 
 　　　　　　　　 
　不法投棄を予防するために対策をとるようおすすめします。たとえば…… 

 　　　１　こまめに草を刈り、常に見通しのきくきれいな状態にしておく。 
 　　　２　柵をする、土のうを積む、入口に鍵・鎖を設けるなど進入されにくい環境を作る。 
 　　　３　定期的に見回りをするなど常に土地の状況を把握しておく。 
　「自分には関係ない」と知らない顔をするのではなく、地域の問題としてみんなで取り組むことが不法投棄を防止す
る最も有効な手段なのです。 

 【お問い合わせ】すぐやる課　　945-5018　　産業課　　945-4540　　土木課　　945-4415

 

もし、違反すると 5 年以下の懲役又は1千万円以下の罰金、若しくは両方 
 　　　　（法人の場合、1億円以下の罰金）※未遂の場合も、同様の処罰が科せられます。 　 
 ●廃棄物の「野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合、未遂でも
　処罰されます。 
 ●廃棄物の「野焼き」とは、適正な焼却設備を用いず廃棄物を焼却する行為です。 
    具体的には、地面に穴を掘って焼却すること、ドラム缶で焼却することなどです。 
 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、平成13年4月から全ての廃棄物（家庭ごみ含む）につい
　て原則禁止となっており、廃棄物の「野焼き」は、煙や悪臭の発生、猛毒のダイオキシン類発生等で大きな問題
　となっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】すぐやる課　　945-5018
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２．町県民税の課税計算方法 
　町県民税は、個人に広く均等に負担していただく均等割と、その方の所得に応じて負担していただく所得割を合
計して課税されます。 
 
 
 
 
 
 
①所得金額 
　一般に、収入金額から必要経費を差し引いて算定します。 
　給与所得や公的年金等の場合は、一般に定められた給与所得控除額や公的年金等控除額を差し引いて算定します。 
 
②所得控除額 
　社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除、障害者控除、寡婦（寡夫）控除、勤労学生控
除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除等があります。※控除額については納税通知書をご覧下さい。 
 
③税率 
 
 
④調整控除 
　　所得税と個人住民税の人的控除の差額に基づく減額措置。 
    〇個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合　      　          〇個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合 

 
 
 
⑤税額控除等 
　　配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別税額控除などがあります。 
 
３．町県民税の課税される方 
（1）平成20年１月１日現在、西原町に住所を有する方。 
（2）平成20年１月１日現在、西原町に事務所・事業所等を有する個人で、町内に住所を有しない方は均等額が課
　　税されます。 
 
４．町県民税が非課税の方 
　均等割も所得割も課されない非課税の方は下記に該当する方です。 
（1）生活保護法によって生活扶助を受けている方 
（2）障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方 
（3）所得金額が 28万円×（扶養人数＋１人）＋16万8千円以下の方（被扶養者がいない場合は28万円） 
 
５．納付方法 
　◎普通徴収：自営業者等の町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常６月、８月、10月、
　　　　　　　翌年の１月の４回の納期に分けて納税していただきます。 
　◎特別徴収：給与所得者等の町県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通して徴収されます。 
　　　　　　　給与の支払者（特別徴収義務者といいます）が、毎月の給与（6月～翌年の5月までの12か月で徴収）
　　　　　　　の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただ　
　　　　　　　く方法です。　　　　　　　　　　　　※特別徴収の手続きは、勤務先を通してしなければなりません。 
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 １．平成20年度から適用される税制改正 
 
（１）税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置 
　税源移譲に伴う税制改正では、多くの方は所得税が減り、町県民税が増えるようになります。しかし、退職など
の事由で平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからない場合は、税源移譲による負担減の影響が受けられ
ず、平成19年度分町県民税の負担増の影響のみ受けることとなります。このように、平成18年中の所得と平成19年
中の所得変動による負担増を調整するため、経過措置がとられます。 
 
【対象者】※①、②双方の条件に該当する方になります。 
①平成19年度町県民税の課税所得金額（申告分離課税分を除く）　＞　所得税との人的控除額（下表参照）の差の合計額 
②平成20年度町県民税の課税所得金額（申告分離課税分を含む）　≦　所得税との人的控除額（下表参照）の差の合計額 
 
【計算方法】 
　平成19年度（平成18年中の収入）の町県民税合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控
除を行った後の税額から税源移譲前の税率を適用した税額を引いた額を減額します。※すでに納税済みの方は還
付になります。 
 
【申告手続】 
　平成19年1月1日現在居住していた市町村へ「平成19年度分町県民税減額申請書」を提出してください。平
成19年1月1日以降に西原町に住所を移された方は申告先にご注意下さい。申告書は西原役場税務課窓口で受取る
か、もしくは西原町ホームページ（http://www.town.nishihara.okinawa.jp/）でダウンロードされたものをご利用
下さい。 
※平成19年1月1日・平成20年1月1日現在、西原町に居住している該当者については、通知を発送する予定です。 
 
【申告期間】 
 
 
　　注意点 
○平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この　
　経過措置は適用されません。 
○この経過措置の対象となる方は、所得税と町県民税の人的控除額の差の合計額が、平成20年度町県民税の合計
　課税所得金額（課税長期譲渡所得等の金額がある場合はそれも含む）以上になる方に限られます。したがって、
　寄付金控除などの人的控除以外の控除額の増加や住宅ローン控除などによって、所得税が課税されなくなった
　方については、この経過措置は適用されません。 

 
（２）地震保険料控除の創設 
　地震保険料等の支払い金額の1/2（最高２万５千円）に相当する金額を控除する制度が創設されました。これに
伴い、これまでの短期、長期損害保険料等の控除が廃止されますが、平成18年末までに契約締結した長期損害保険
（保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの）については、経過措置として従来の損害保険料控除（最高1万円）
を適用することが出来ます。 
 
（３）65歳以上で所得125万円以下の方の非課税措置廃止 
　65歳以上の方で合計所得金額が125万円（公的年金収入のみの場合は、年金収入245万円）以下の方に対する非課
税措置が平成18年度から廃止となり、それに伴う経過措置が行われていましたが、平成20年度からは全額課税とな
ります。 
 
（４）住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）に係る減額措置 
　住宅ローン控除はこれまで所得税だけに適用されていましたが、平成18年末までに入居し所得税の住宅ローン控
除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成20年度の町県民税の所得割額（均等割
額からは控除できません）から控除（＝減額）できるようになりました。 
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　今年度から40歳以上の方を対象に、新しくメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に焦点をあてた健診（特
定健診）が始まります。この特定健診は地域の公民館だけでなく、多くの医療機関にて受診することができますので、
今回はその医療機関についてお知らせします。詳しくは健康保険証を発行している保険者・職場へご確認下さい。
注1. 「個別健診」は人間ドックではありません。
注2. 「保険者」によっては、指定医療機関がある場合があります。
注3. 「個別健診」では胃がん・肺がん・大腸がん検診等のがん検診は含まれません。

＝個別健診の受診方法＝
1）下記の医療機関へ電話で予約をして下さい。
2）健診日には必ず保険証と特定健診受診券を持参して下さい。（保険証、特定健診受診券を忘れると受診できません）

　西原町内の医療機関は全て掲載していますが、上記以外の医療機関で受診希望の方は、健康推進課までお問い合わせ
下さい（医療機関によって個別健診を実施していない場合もありますので、ご了承下さい）。

◇お問い合わせ先◇　　健康推進課　　�945-4791　（内線157～160）

電話番号住　　　　　所医　療　機　関　名
946-5558西原町字池田766-2あいわクリニック

西　

原　

町

946-2844西原町字幸地868アドベンチストメディカルセンター
946-6318西原町字翁長393おおぎみクリニック
946-0101西原町字内間437-2クリニック　ひがし野
944-4165西原町字幸地973幸地クリニック
944-3550西原町字棚原248-1しらかわ内科
945-4551西原町字翁長240-7城間医院
946-5500西原町字小波津3-5しんざと内科
866-5171那覇市安里1-7-3大浜第一病院

那　

覇　

市

853-3134那覇市古波蔵4-11-1沖縄赤十字病院
854-5511那覇市与儀1-26-6沖縄セントラル病院
885-3393那覇市首里石嶺町3-218-3金井医院
886-0007那覇市大道123メディカルプラザ大道中央

0120-86-1109浦添市伊祖3-42-15浦添総合病院健診センター
浦
添
市

875-0007浦添市前田2-14-6具志堅循環器・内科
877-0575浦添市字牧港1199牧港中央病院
878-0055浦添市西原3-20-10嶺井第二病院
937-1110沖縄市照屋3-20-1中部徳洲会病院

そ　

の　

他　

市　

町　

村

893-2101宜野湾市宜野湾3-3-13宜野湾記念病院
850-7951豊見城市字真玉橋593-1沖縄協同病院
850-3811豊見城市字上田25豊見城中央病院
888-1151南風原町字兼城642-1沖縄第一病院
945-2587与那原町字与那原3066-1中村医院
882-0777与那原町字与那原1121ながみね内科
945-8101与那原町字与那原2905与那原中央病院
998-3221八重瀬町外間171-1南部徳洲会病院
870-3730中城村字伊集208ハートライフ病院
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　児童手当を受給されている方は、６月３０日までに児童手当現況届を提出していただくことになっております。
　この現況届は、皆様が引き続き児童手当を受けられるかどうかを確認する大切な届ですので、必ず期限内に提出し
て下さい。現況届が提出されない場合は、６月以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。
　なお、現況届通知書は６月上旬発送予定です。

≪提出年月日≫　６月１１日（水）～ ６月１９日（木）
　　　　　　　　　（但し、土・日曜日、祝日を除く）

　　　　　　　　　午前９時 ～ １２時、午後１時 ～ ５時
　　　　　　　　　※期限内に提出が困難な場合は、６月３０日（月）までに
　　　　　　　　　　福祉課に提出して下さい。

≪受　　付　　場　　所≫　西原町役場　第５庁舎会議室
　　　　　　　　　※変更する場合がありますので、現況届通知書にて確認して下さい。

≪持参するもの≫　・現況届通知書（６月上旬発送予定）
　　　　　　　　　・受給者の印鑑（シャチハタ印不可） 

・厚生年金等加入の方は受給者の保険証のコピー、又は『厚生年金加入証明書』（通知書に添付
されています）

≪そ　　の　　他≫　・養育している１８歳未満の児童が町外に住んでいる場合は、その児童が住所を有する世帯の住
　　　　　　　　　　民票謄本（1通）を添付

・今年１月２日以降に西原町に転入した方は、前住所市町村で発行した『平成２０年度児童手当
用所得証明書』を添付

＝平成20年度児童手当現況届提出日程表＝

【お問合わせ先】　福祉課　子育て支援係　　�９４５－５３１１（内線１２６）

行　政　区　名日　時行　政　区　名日　時

幸地ハイツ・西原台団地
徳佐田・森川･千原・上原6月17日（火）平園・兼久・東崎6月11日（水）

翁長・小橋川・内間
内間団地・坂田6月18日（水）掛保久・嘉手苅・西原ハイツ

小那覇・安室・県営西原団地6月12日（木）

与那城・美咲・我謝6月19日（木）県営幸地高層住宅・幸地
県営坂田高層住宅・棚原6月13日（金）

受付場所：西原町役場　第5庁舎会議室桃原・池田・小波津団地
小波津・呉屋・津花波6月16日（月）
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　ヤスデ駆除薬剤の無料配布については、平成20年度より中止とさせていただきます。 
　本町では同じ予算を使った事業として、ハエ・蚊駆除のための乳剤散布も行っていますが、各行政区からの散布区域
の拡大の要望や乳剤の価格高騰により、予算の確保が厳しくなり、ハエ・蚊による伝染病の予防を優先させるため、やむ
なくヤスデ駆除薬剤の無料配布を中止しますのでご理解下さい。 

 【お問合わせ先】 すぐやる課 環境保全係  　   945-5018 

　家庭に設置されている浄化槽は、人間と同じように、正常に働いているか定期的に健康診断（点検）を受け
なければなりません。（法律で義務付けされています。） 
　◎年１回以上の清掃　・西原衛生維持管理社　　945-3503 
　　　　　　　　　　　・西原町公共衛生社　　　945-6183 
　◎４ヶ月に１回以上の保守点検（小型合併処理浄化槽の場合、保守点検業者へ依頼する） 
　◎毎年１回の法定検査（検査機関：社団法人沖縄県環境整備協会　　835-8833） 

 【お問合わせ先】 すぐやる課 環境保全係    　 945-5018

後から納めるこ
とができる期間

障害基礎年金・遺
族基礎年金を受け
の期間に　　　　

老齢基礎年金額は老齢基礎年金を受け
るための期間に　　

10年以内○　　入　　る△　減額になるが算入可○　入　　る一 般 免 除

10年以内○　　入　　る×　算入できない○　入　　る若年者納付猶予

10年以内○　　入　　る×　算入できない○　入　　る学 生 納 付 特 例

　2年以内×　　入らない×　算入できない×　入らない未　 納
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受水槽や高置水槽の管理は、 建物の管理者（ 所有者） の責任です！ !
　貯水槽水道（受水槽や高置水槽のある建物）をお使いの場合、貯水槽以降の水質の管理は、建物の所有者又は管理
者が行うことになっています。
　配水管より安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽や高置水槽などの内部が不衛生では、安心して水道水を
飲んでいただくことができません。管理が不適切なものが見受けられますので、十分な衛生管理をお願いします。

　毎年６月１日～７日は「水道週間」として、水道利用者の理解と関心を深めるため、全国的に広報活動を中心とし
たさまざまな関連行事が催されます。本町においても下記行事を予定しております。

　○節水パレード　　６月２日　午後２時～（西原町管工事協同組合と共催で車両による広報パレード）
　○水道施設見学会　　６月２日～６日（町内各小学校４年生を対象に西原浄水場、倉敷ダムで施設見学）

「安全でおいしい水道水推進運動実施中！」　　上下水道課　�945-4934
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受付時間使　用　室実施場所対　象　者事　業　名曜日月日
13:30～大広間社会福祉センターH19.12.3～H20.2.4生ベビースクールⅡ水6/11
13:30～14:15ホール・控室・和室中央公民館H17.2.8～H17.3.11生３歳児健診木6/12
15:00～休養室社会福祉センター心の病回復者デイケア(三味線教室）木6/12
　　9:00～10:00字公民館我謝公民館我謝集団健診金6/13
　　9:00～10:00ホール中央公民館前期未受診者集団健診日6/15
10:00～プレイルーム坂田児童館H19.12.3～H20.2.4生ベビースクールⅢ水6/18
13:30～15:00ホール・控室中央公民館H17.12.6～H18.3.18生2歳児歯科健診木6/19
　　9:00～10:00ホール中央公民館棚原・千原集団健診火6/24
13:30～西原町図書館H19.12.3～H20.2.4生ベビースクールⅣ水6/25
15:00～休養室社会福祉センター心の病回復者デイケア(三味線教室）木6/26
15:30～16:30沖縄県総合保健協会３ヶ月～６ヶ月未満ＢＣＧ月6/30
　　9:00～10:00ホール中央公民館与那城・徳佐田・森川集団健診水7/2
13:30～14:15ホール・控室・和室中央公民館H17.3.12～H17.4.9生３歳児健診木7/10
15:00～休養室社会福祉センター心の病回復者デイケア(三味線教室）木7/10

【お問い合わせ】　健康推進課　�945-4791　FAX 944-6551
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６
月
８
日
（
日
）
は
沖
縄
県

議
会
議
員
選
挙
で
す
。

　

大
切
な
一
票
で
す
、
投
票
に
行

き
ま
し
ょ
う
。

　

投
票
日
の
当
日
に
用
事
な
ど
で

投
票
で
き
な
い
人
は
、
前
も
っ
て

投
票
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
日
前

投
票
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

◆
期
日
前
投
票
（
不
在
者
投
票
）

【
期
間
】
５
月　

日
（
土
）
〜
６
月

３１

７
日
（
土
）

【
時
間
】

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

30

【
場
所
】

西
原
町
役
場　

第
５
庁
舎
会
議
室

【
お
問
合
せ
】

西
原
町
選
挙
管
理
委
員
会

明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

�
９
４
５
―
５
０
１
１（
内
線
１
１
１
）

　

平
成　

年
度 
町
・
県
民
税 
１
期

20

分
の
納
期
限
は
、
6
月　

日
（
月
）

30

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
で
納
め
て
豊
か
な
西
原

町
を
築
き
ま
し
ょ
う
。

　

町
税
の
納
付
は
口
座
振
替
を
利

用
す
る
と
便

利
で
す
。

　

な
お
、
町
税

の
納
付
が
遅

れ
た
場
合
は
、

督
促
・
延
滞
金

が
加
算
さ
れ

ま
す
の
で
お

早
め
に
納
め

て
下
さ
い
。

　

町
税
の
滞

納
は
ル
ー
ル

違
反
で
す
。

滞
納
が
続
き

ま
す
と
差
押

等
を
お
こ
な

う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
お
問
合
せ
】

税
務
課　

徴
収
・
収
納
係

�
９
４
５
―
４
７
２
９（
内
線
１
４
４
）

【
職
務
内
容
】学
校
プ
ー
ル
監
視
員

【
資
格
要
件
】西
原
町
に
住
所
を
有

す
る
者
で
高
等
学
校
卒
業
以
上
の

学
歴
を
有
す
る
も
の

【
任
用
期
間
】

平
成　

年
７
月
中
旬
〜
８
月
下
旬

20

【
採
用
予
定
者
】若
干
名

【
受
付
期
間
】

６
月
９
日
（
月
）
〜　

日
（
月
）　

30

【
申
込
方
法
】自
筆
履
歴
書
１
通

（
写
真
貼
付
）
を
保
健
体
育
課
（
町

民
体
育
館
内
）
へ
提
出

【
お
問
合
せ
】保
健
体
育
課

�
９
４
５
―

８
０
９
５

　

男
女
が
互
い
に
人
権
を
尊
重
し

つ
つ
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分

に
発
揮
す
る
社
会
の
形
成
促
進
を

目
的
と
し
た
男
女
共
同
参
画
週
間

に
ち
な
み
、
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し

ま
す
。

【
期
間
】６
月　

日
（
火
）
〜
６
月

２４

　

日
（
金
）

２７【
場
所
】

西
原
町
役
場　

玄
関
ロ
ビ
ー

【
内
容
】

パ
ネ
ル
展
示
、
ビ
デ
オ
放
映
等

【
お
問
合
せ
】

企
画
政
策
課　

女
性
行
政
振
興
係

�
9
4
5
―
4
5
3
3（
内
線
2
1
4
）

　

西
原
町
に
お
け
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

（
太
陽
光
発
電
や
風
力
発
電
等
）の

導
入
・
普
及
を
図
る
た
め
の
将
来
像

づ
く
り
の
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

【
募
集
人
員
】２
〜
３
人
（
委
員　
１０

名
中
）

【
応
募
資
格
】新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ

い
て
関
心
を
お
持
ち
の
町
民
の
方

【
応
募
方
法
】①
住
所
②
氏
名
③
連

絡
先
④
応
募
の
動
機
を
記
入
の
上
、

企
画
政
策
課
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
特
に
所
定
の
用
紙
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
応
募
締
切
】６
月　

日
（
月
）

３０

【
決
定
通
知
】審
査
の
上
、
本
人
へ

通
知
し
ま
す
。

【
連
絡
先
】企
画
政
策
課　

政
策
係

�
９
４
５
―
４
５
３
３（
内
線
２
１
２
）

　

平
成　

年
度
西
原
町
海
外
移
住

２０

者
子
弟
受
入
事
業
の
研
修
生
３
名

（
ブ
ラ
ジ
ル
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・

ペ
ル
ー
各
1
名
）
に
日
本
語
を
教

え
る
日
本
語
教
師
（
有
資
格
者
）

を
募
集
し
ま
す
。

【
応
募
資
格
】日
本
語
教
師
の
有
資

格
者
で
あ
る
こ
と

【
応
募
方
法
】自
筆
の
履
歴
書
と
資

格
証
の
コ
ピ
ー
を
総
務
課
に
提
出

し
て
下
さ
い
。

【
採
用
期
間
】平
成　

年
6
月　

日

20

20

〜
8
月　

日
31

【
応
募
締
切
】6
月　

日
（
金
）

13

【
連
絡
先
】
総
務
課
秘
書
係

�
9
4
5
―
5
0
1
1（
内
線
1
1
6
）

　

那
覇
地
方
裁
判
所
と
琉
球
大
学

の
共
催
で
裁
判
員
裁
判
の
公
開
模

擬
評
議
を
行
い
ま
す
。

　

あ
な
た
も
参
加
、
又
は
見
学
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】６
月　

日
（
土
）

２８

第4期第3期第2期第１期納　期  
  税　目

平成21年2月2日10月31日9月1日6月30日町　県　民　税
平成21年3月2日12月25日7月31日4月30日固定資産税

6月2日軽自動車税

平成２０年度各町税目の納期

※広告を掲載してみませんか！　お問い合わせは、（有）サン印刷　TEL 889-3679まで。 
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　この運用状況は、平成１９年度（平成1９年４月１日～平成２０年３月３１日）の１年分をまとめたものです。

　�　公開請求は１６件で、内訳は下記の表１のとおりです。
　�　公開請求の分野別では、行政一般関係が１０件、都市計画・開発関係が４件、議会・選挙関係が２件となって
　　　います。また、実施機関別では町長事務部局１４件、議会２件となっています。
　�　月平均の請求件数は１.３３件です。
　�　部分公開・非公開は５件です。
　�　処分に対する不服申立は０件です。

表１　情報公開請求の処理件数内訳

※１つの請求書で複数の文書の請求があり、かつ処分内容が複数におよぶ場合は、件数
　を複数にカウントしています。
※文書不存在については、非公開処分を行うこととし、非公開欄のかっこ書きはその件
　数です。

　�　個人情報に関する請求は１件で、内訳は下記の表２のとおりです。
　�　処分に対する不服申立は０件です。
　�　個人情報の目的外利用等の届出は２９件で、その内訳は目的外利用０件、外部提供２９件となっています。

表２　個人情報（開示・訂正・削除・中止）の請求件数等の内訳

◆お問合わせ◆ 総務課 総務係　　�９４５－５０１１（内線11３）　 FAX９４６－６０８６

不服申立公開請求
取り下げ非 公 開部分公開公　開

００１（１）４１１１６

中
止
請
求

削
除
請
求

訂
正
請
求

不
服
申
立

開
示
請
求

取
り
下
げ

拒　

否

不
開
示

一
部
開
示

開　

示

００００００００１１
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【
相
談
内
容
】ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）

に
関
す
る
健
康
不
良
や
健
康
不
安
、

労
災
補
償
制
度
及
び
健
康
管
理
手

帳
制
度
の
説
明
な
ど

【
対
象
者
】駐
留
軍
等
労
働
者
及
び

在
日
米
軍
基
地
に
勤
務
さ
れ
退
職

さ
れ
た
者
等

【
相
談
時
間
】午
前
9
時　

分
〜
午

30

後
5
時
（
土
日
祝
祭
日
を
除
く
）

【
相
談
場
所
】

・
沖
縄
防
衛
局
労
務
管
理
官
室

�
9
2
1
―
8
1
3
1（
内
線
6
0
7
）

・
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働

者
労
務
管
理
機
構

�
8
7
9
―
1
0
2
7（
那
覇
支
部
）

�
9
3
2
―
1
0
9
3（
コ
ザ
支
部
）

　

２
０
０
０
年
の
九
州
･
沖
縄
サ

ミ
ッ
ト
の
記
念
紙
幣
と
し
て
発
行

さ
れ
た
２
０
０
０
円
札
に
つ
い
て

は
、
県
内
に
お
い
て
各
界
各
層
の

取
り
組
み
を
通
し
て
着
実
に
流
通

が
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

　

更
な
る
積
極
的
な
活
用
を
促
進

し
、
２
０
０
０
円
札
を
通
じ
た
観

光
沖
縄
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
た

め
に
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

「
知
ろ
う
！
使
お
う
！
二
千
円

札
」

二
千
円
札
関
連
情
報　

http://ocvb.or.jp/

　

国
土
交
通
省
で
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船

を
セ
メ
ン
ト
の
原
材
料
と
す
る
リ

サ
イ
ク
ル
技
術
を
確
立
し
、
Ｆ
Ｒ

Ｐ
船
の
製
造
事
業
者
団
体
で
あ
る

�
日
本
舟
艇
工
業
会
が
リ
サ
イ
ク

ル
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

【
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ

ム
の「
登
録
販
売
店
」が
、皆
様
か

ら
の
廃
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
の
処
理
申
込
を

受
け
付
け
る
期
間
】

4
月
１
日
�
〜　

月　

日
�

10

14

【「
指
定
取
引
場
所
」
へ
の
搬
入
期

間
】

　

月　

日
�
〜　

月
4
日
�

10

21

11

＊ 
取
り
扱
い
業
務
を
す
る「
登
録

販
売
店
」
と
解
体
処
理
す
る
「
指

定
取
引
場
所
」
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
下
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

�
0
3
―

3
5
6
7
―

6
9
2
9

http://www.m
arine-jbia.or.jp

◇
人
材
育
成
会
へ

字
呉
屋　

番
地

22

呉
屋
定
子
様
か
ら　

万
円

10

西
原
町
電
設
会
（
会
長
・
塩
川
實

隆
）
様
か
ら　

万
円

30
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午
後
１
時
〜
午
後
４
時

【
場
所
】琉
球
大
学　

法
文
学
部　

講
義
棟
２
Ｆ
大
講
義
室
（
新
棟
２

１
５
）

【
お
問
合
せ
】

那
覇
地
方
裁
判
所
総
務
課
広
報
係

�
８
５
５
―
３
３
６
６（
内
線
２
４
１
）

【
対
象
者
】

県
内
在
住
の
求
職
者
で
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
就
職
を
希
望
す
る
方

【
日
程
】6
月　

日
（
月
）
〜
7
月

30

　

日
（
木
）
午
前
９
時
〜
午
後
４

31時
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

【
会
場
】エ
ン
パ
ク
ト
研
修
セ
ン

タ
ー
（
那
覇
市
西
3
―　
―

6
）

14

【
定
員
】　

名
20

【
内
容
】コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
必
要

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座
、

パ
ソ
コ
ン
講
座
及
び
企
業
体
験

【
受
講
料
】無
料

【
説
明
会
】6
月　

日
（
水
）

11

午
後
２
時
〜
３
時
（
予
約
不
要
）

【
申
込
締
切
】

6
月　

日
（
火
）
午
後
４
時
必
着

24

　

申
込
用
紙
を
会
場
へ
持
参
、
又

は
郵
送
し
て
下
さ
い

※
パ
ソ
コ
ン
初
心
者
向
け
に
、
別

途
6
月　

日
（
金
）
よ
り
「
パ
ソ

20

コ
ン
入
門
講
座
」
5
日
間
有
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
お
問
合
せ
】
�
雇
用
開
発
推
進
機

構
エ
ン
パ
ク
ト
研
修
セ
ン
タ
ー

�
8
6
0
―

7
2
5
9

　

2
0
0
9
年
1
月
、
上
場
会
社

の
株
券
が
電
子
化
さ
れ
ま
す
！

● 
株
券
電
子
化
に
よ
り
、
上
場
会

社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
、
株
主

の
権
利
は
証
券
会
社
な
ど
の
金
融

機
関
の
口
座
で
電
子
的
に
管
理
さ

れ
ま
す
。

● 
お
手
元
の
株
券
が
本
人
名
義

に
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
電
子

化
に
よ
り
株
主
と
し
て
の
権
利
を

失
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

株
券
電
子
化
の
実
施
前
ま
で
に
名

義
書
換
が
必
要
で
す
。

【
お
問
合
せ
】

日
本
証
券
業
協
会　

証
券
決
済
制

度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー

�
0
3
―

3
6
6
7
―

4
5
0
0　

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

　

未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
取
組
み

の
一
環
と
し
て
、
沖
縄
県
の
た
ば

こ
自
動
販
売
機
は
、
6
月
ま
で
に

成
人
識
別
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に

変
わ
り
、
ご
利
用
の
際
に
は
、
専

用
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
「
t
a
s
p
o

（
タ
ス
ポ
）」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

沖
縄
県
で
は
、
2
月
よ
り
成
人

を
対
象
に
カ
ー
ド
の
申
込
受
付
を

開
始
し
、
2
0
0
8
年
7
月
よ
り

カ
ー
ド
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

発
行
手
数
料
、
年
会
費
は
無
料

で
す
。
申
込
書
は
、
た
ば
こ
販
売

店
店
頭
な
ど
で
入
手
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
t
a
s
p
o
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

http://www.taspo.jp/

【
お
問
合
せ
】t
a
s
p
o
ダ
イ
ヤ

ル
0
1
2
0
―

2
2
2
―

1
8
0

（
通
話
料
無
料
）
※
携
帯
電
話　

0
5
7
0
―

0
1
2
―

3
4
0

【
受
付
期
間
】
窓
口
受
付

6
月
2
日
（
月
）
〜
6
日
（
金
）、

7
月
1
日
（
火
）
〜
7
日
（
月
）、

8
月
1
日
（
金
）
〜
7
日
（
木
）、

9
月
１
日
（
月
）
〜
5
日
（
金
）

【
受
付
時
間
】

午
前
9
時
〜
午
後
4
時　

分
30

＊
指
定
の
用
紙
で
申
込
（
用
紙
は

お
問
合
せ
窓
口
で
配
布
）

【
Ｗ
Ｅ
Ｂ
受
付
】

http://www.lm
o.go.jp

【
お
問
合
せ
】独
立
行
政
法
人
駐
留

軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構

・
那
覇
支
部
管
理
課
（
浦
添
市
字

城
間
1
9
8
5
―

1
）　

�
8
7
9
―

1
0
2
4

・
那
覇
支
部
沖
縄
分
室
（
沖
縄
市

中
央
２
―　
―

１
）
コ
リ
ン
ザ
３
階

２８

・
コ
ザ
支
部
管
理
課
（
沖
縄
市
久

保
田
3
―

5
―　

）
10

�
9
3
2
―

1
0
9
1

　

西
原
町
を
若
い
パ
ワ
ー
で
盛
り

上
げ
ま
せ
ん
か
！　

　

随
時
、
加
盟
団
体
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

【
お
問
合
せ
】

�
0
9
0
―

9
7
8
4
―

5
0
7
3

（
小
橋
川
）

�
0
9
0
―

1
5
1
4
―

5
6
0
8

（
新
里
）
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－琉球大学、 沖縄キリ スト 教学院大学･短期大学共催事業－　　　
　１．期　　間　平成２０年６月～１０月　　毎月第２木曜日、午後６時３０分～８時３０分　５回講座
　２．場　　所　西原町立図書館　２階集会室
　３．対　　象　一般利用者　受講料無料　※修了証書の交付あり（４回以上参加の場合）
　４．定　　員　７０名　　　　　　　　　　　※１回のみの受講も可能です。
　５．申込期間　平成２０年５月８日（木）～６月１０日（火）午前１０時～午後７時　土日は午後５時まで
　６．申込・問合せ先　西原町立図書館（電話受付・ＦＡＸ可。先着順とし定員に達し次第、締め切りとなります。）
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　９４４－４９９６　　ＦＡＸ　９４４－４９９７
　　　主催：西原町教育委員会・西原町立図書館
　　　共催：琉球大学、沖縄キリスト教学院大学･短期大学　　　　
　　日程プログラム（変更後）　　　　　　　　　　　　　※第３回と第５回の日程が変更になりました。

演　　　題講　師　氏　名月　 日回
「商いの真心と魅力について“この商
品、日本製それとも外国製？”」

琉球大学　観光産業科学部　産業経営学科
　准教授　 知 　 念 　　 肇 

ち ねん はじめ6月12日第１回

「健康づくりと運動のはなし」
沖縄キリスト教短期大学　総合教育系
　准教授　 張 　 本 　 文 　 昭 

はり もと ふみ あき7月10日第２回

「自然環境を守る意味」
琉球大学　法文学部　経済学専攻課程
　准教授　 藤 　 田 　 陽 　 子 

ふじ た よう こ8月14日第３回

「イギリス・ロマン派とトーマス・
ド・クインシー」

沖縄キリスト教学院大学　英語コミュニケーション学科
　准教授　 浜 　 川 　　 仁 

はま がわ ひとし9月11日第４回

「沖縄の文化と健康と観光につい
て」

琉球大学　観光産業科学部　産業経営学科
　講　師　 宮 　 國 　 薫 　 子 

みや くに かおる こ10月9日第５回

 

 
　「鉄の暴風」が吹き荒れ、多くの尊い命が犠牲になった沖縄戦が終結してから、６３年が経ちました。近年、沖縄
戦を語り継ぐ世代の減少に伴い、沖縄戦が風化しつつあります。そこで、「慰霊の日」の関連行事として「戦争遺
物展」、「資料展」、「上映会」等を開催し、戦争の悲惨さや平和の尊さを考える機会にしたいと思います。
　多くの町民の皆様のご来場をお待ちしております。

・戦争遺物展
　　場　　所：西原町立図書館　エントランスホール
　　展示内容：町内より出土した戦争遺物
　　　　　　　町民から寄贈された戦争に関する写真や品（約３０点）
・沖縄戦関係資料展
　　場　　所：閲覧室　カウンター前
　　点　　数：約１５０点
・上映会
　　作　品　名：「戦争体験者証言ビデオ」（西原町出身者）
　　上映時間：午前１１時、午後３時　２回上映
　　場　　所：西原町立図書館　エントランスホール　　

6月20日（金）～29日（日）（10日間） 

※定例の上映会・おはなし会・紙芝居も
　戦争関係資料で行います。
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お問い合わせ先：西原町立図書館町史編集係　　　 944-4998　FAX : 944-4997　Eメール : choushi@town.nishihara.okinawa.jp

　

今
月
号
は
、『
西
原
町
史
』
第
八
巻　

資

料
編
七
「
西
原
の
言
語
」
の
発
刊
に
向
け
て

お
こ
な
っ
て
い
る
西
原
方
言
の
基
礎
語
彙

調
査
の
中
か
ら
、
今
回
は
、
呉
屋
で
お
こ

な
っ
た
調
査
に
つ
い
て
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

　

四
月
二
十
六
日
（
土
）、
呉
屋
出
身
の

方
々
に
、
呉
屋
区
自
治
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
大
森

一
郎
氏
（「
西
原
の
言
語
」
執
筆
者
）
と
呉

屋
方
言
の
動
植
物
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま

し
た
。

　

話
者
の
方
々
は
、
皆
さ
ん
勘
が
よ
く
、
こ

ち
ら
が
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
方
言
を

す
ぐ
に
答
え
て
く
だ
さ
り
、
調
査
は
と
て

も
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
し
た
。

　

質
問
し
た
項
目
は
、
下
の
表
の
よ
う
な

こ
と
ば
な
ど
、
百
語
あ
ま
り
で
し
た
が
、
こ

の
他
に
も
会
話
の
中
に
た
く
さ
ん
の
方
言

が
出
て
き
て
数
多
く
の
こ
と
ば
を
記
録
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
話
者
の
方
だ
け
で
は
な
く
、
自
治

会
長
さ
ん
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

方
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

西
原
方
言
の
基
礎
語
彙
調
査
は
、
今
回

の
呉
屋
の
調
査
で
、
予
定
し
て
い
た
十
五

集
落
す
べ
て
の
調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
町
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
後
、
西
原
方
言
基
礎
語
彙
の
補
足
調

査
や
西
原
の
地
名
・
屋
号
調
査
、
動
植
物
方

言
調
査
を
お
こ
な
い
ま
す
。
西
原
の
こ
と

ば
を
ひ
と
つ
で
も
多
く
記
録
し
て
後
世
に

残
せ
る
よ
う
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
方
言
調
査
へ
の
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

動　　　　物植　　　　物

呉
屋
方
言

マ
ー
テ
ィ
ー

ヤ
ー
ド
ゥ
ー

チ
ン
ナ
ン

ア
タ
ビ
ー

ア
ミ
ヌッ
ク
ヮ

イ
サ
ト
ゥ
ー

シ
ェ
ー

シ
ー
ミ
ー

ジ
ー
マ
ー
ミ

フ
ー
チ
バ
ー

チ
ン
ク
ヮ
ー

チ
ブ
ル

ユ
ー
ナ

ウ
ー
ジ

グ
シ
チ

ア
カ
バ
ナ
ー

意　
　

味

と
ん
ぼ

や
も
り

か
た
つ
む
り

か
え
る

お
た
ま
じ
ゃ
く
し

か
ま
き
り

ば
っ
た

せ
み

ら
っ
か
せ
い

よ
も
ぎ（
ニシヨモ
ギ
）

か
ぼ
ち
ゃ

ゆ
う
が
お

お
お
は
ま
ぼ
う

さ
と
う
き
び

す
す
き

ぶ
っ
そ
う
げ

日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

七
月
休
館
日 

【火～金】 
午前10時～午後7時 
【土・日】 

午前10時～午後5時 

毎週月曜日 
館内整理日（第３木曜日） 

は休館日です。 

まいしゅうげつようび 

か ん な い せ い り び  だい も く よ う び  

日　 時： 6月15日（ 日） 午後2時～ 
場　 所： 町立図書館　 ２ 階集会室 
内　 容： 「 かんからさんしん」  日　時：6月8日（日）、22日（日）午後2時～ 

場　所：おはなしのへや 

日　時：6月7日（土）、21日（日）午前10時30分～ 
場　所：おはなしのへや 

21日　海の日　22日　振替休日 六
月
休
館
日 

23日　慰霊の日 
うみ 
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連　絡　先備　　考申込期間定員場所・時間期　　　間対　象内　容学級・講座名

西原町中央
公民館
945-3657

第5回目のみ土曜
日の午前中に実施

6月2日�～

6月20日�
25名西原町中央公民館

18時半～20時半
6月25日～7月31日
毎週水曜日（全5回）一般町民町内の戦争

遺跡を学ぶ町内戦跡講座

運動できる服
装で参加6月2日�～

6月27日�

50名西原町中央公民館
17時～19時

7月1日～7月31日
毎週火曜日（全10回）

町内在住・在
学の小学生

沖縄の伝統芸
能に親しむ

子ども民踊
講座

教材費自己負担60名西原町中央公民館
10時～12時

7月9日～11月26日
毎週水曜日（全10回）

概ね60歳以
上の町民高齢者学級文教のまち

学園

沖縄県立総合
教育センター
理科研修班
体験学習教室担当
933-7513
〒904-2174
沖縄市字与儀
587番地
（ハガキはこち
らまで！）

往復ハガキで
申込（材料費
１人１００円）

6月20日�
まで

40組総合教育センター
19時～21時7月11日（金）小中学生

と保護者
夏の星空の
観察

親子星空教
室①

40組総合教育センター
19時～21時7月12日（土）小中学生

と保護者
夏の星空の
観察

親子星空教
室②

往復ハガキで
申込（材料費
１人３００円）

7月4日�
まで300名総合教育センター

13時～16時7月27日（日）小学生と
保護者

楽しい科学体
験と製作活動

おもしろ科
学教室

※　詳しい内容については、各連絡先へお問い合わせ下さい！

講座・学級案内

垣花教育長より認定証を交付されるガイド 

前年度の「町民総行動」の様子 

　５月１０日（土）に中央公民館にて文教のまちガイド認定証交付式が行わ
れました。 
　前年度に実施された文教のまちガイド養成講座を受講し、筆記・実技試
験に合格した９名の方に教育長より認定証が交付され、今後の活動につ
いて話し合いをしました。 
　９名の認定者は、今後のスキルアップを図りながら、要請に応じて文化
財の案内や講座等での西原についての紹介をしていくことになります。 

問い合わせ先 ： 西原町教育委員会  生涯学習課  文化財係（　945-5036） 

目　　的：平成20年度「青少年の深夜はいかい防止」及び「未成
年者飲酒防止」県民一斉行動における「夜間街頭指導」
のボランティアとして活動してもらいます。 

募集期間：平成20年6月2日（月）～6月30日（月） 
申 込 先：西原町教育委員会　生涯学習課　生涯学習振興係 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　：945-5036） 

　　　※【西原町夜間巡回指導町民総行動】 
　　　　　 日　時：平成20年7月18日（金）21：30～23：30
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連  絡  先備　　　　考場　　　　所日　　時事　業　名

西原町体育協会
945-8095

監督会議6/11�19:00～西中・東中・南小（予備日：29日）6月15日�、22日�平成20年度各区対抗野球大会
監督会議6/18�19:00～西原町民体育館２階6月22日�西原町空手・古武道大会
監督会議6/20�19:00～沖縄カントリークラブ6月29日�各区対抗ゴルフ大会

西原町民体育館6月29日�西原町民バドミントン大会
監督会議7/2�19:00～サザンヒルボウリング場7月6日�各区対抗ボウリング大会
監督会議7/2�19:30～西原町民体育館7月6日�各区対抗一般バレーボール大会

坂 田 児 童 館
944-6308

坂田児童館6月7日�9:30～館内消毒（閉館）
坂田児童館6月14日�15:00～16:30トランポリン

親子参加費1人:100円締め切り21日坂田児童館（幼稚園生以上10組）6月28日�14:00～15:30ゆんたく会

西 原 児 童 館
945-4393

西原児童館6月7日�14:00～ビデオ会
情報交換・制作・水遊びなど西原児童館毎週水曜日10:30～12:00マミーキッズ
ズボンをはいてきてね！西原児童館（4歳以下は保護者同伴）6月28日�14:00～15:00トランポリン

西原東児童館
944-0976

西原東児童館6月7日�14:00～草とり会
乳幼児親子西原東児童館6月20日�10:30～12:00親子リトミック
募集人数:約10人西原東児童館6月21日�14:00～父の日プレゼントつくり

※詳しい内容については、各連絡先へお問い合わせ下さい！

好プレー連発で会場を沸かせました 

「ぶじカエル」のお守り プレゼントされ喜ぶ新１年生 

５月11日（日） 
西原町民体育館 

西原町体育協会　大会結果 
　西原町体育協会主催、各区対抗バスケットボール大会が５月11日（日）
に西原町民体育館で行われました。 
　大会結果は、下記のとおりです。 

種　目 １　位 ２　位 ３　位 

男 子  

女 子  

翁 長 自 治 会  

棚 原 自 治 会  

上 原 自 治 会  

内間団地自治会 

我 謝 自 治 会  

翁 長 自 治 会  

西原町教育委員会では、町民や町内の各種団体に対し、様々な技能や知識をお持ちの指導者を紹介する『生涯
学習人材バンク』への登録者を募集しています。 
あなたの技能や知識を西原町で活かしてみませんか？ 
指導者として登録していただける方を募集致します！ 
 
　対 象 者：指導者として技能や知識を提供できる方 
　内　　容：町民の要請により、講座などの講師をしていただきます 
　登録方法：登録用紙に記入の上、生涯学習課へ提出 （登録用紙に捺印） 
　　※　登録用紙は、西原町教育委員会　生涯学習課で準備しています！ 
　　※　登録された情報は、データとして町（データバンク）と県の公開 
　　　　サイトに登録します 
　受付期間：随　時 

　お問い合わせ：　西原町教育委員会　生涯学習課　生涯学習振興係 （　945-5036） 

 


